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藤 沢 市 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録  

 

 藤沢市農業委員会総会を令和８年１月２６日（月）、本庁舎５階 ５－１・５－２会

議室に招集する。 

出席委員は、次のとおり 

 １番 落 合 喜 治 １７番 漆 原 豊 彦 

 ３番 永 野 良 徳 １８番 北 村 利 夫 

 ４番 田 代 惠美子 １９番 宮 治 政 彦 

 ５番 西 山 弘 行 ２０番 安 藤 康 彦 

 ６番 関 根 栄 一 ２１番 佐 藤 智 哉 

 ７番 齋 藤 義 治 ２２番 澤 野 孝 行 

 ９番 上 田 洋 子 ２３番 平 川 勝 昌 

１０番 吉 川   誠 ２４番 神 﨑 享 子 

１１番 飯 田 芳 一 

 

１２番 三 上 健 一 

１４番 加 藤   登 

１５番 伊 澤 忠 治 

１６番 井 出 茂 康 

 

欠席委員は、次のとおり 

 ２番 小 林 正 幸 ８番    井 上 哲 夫 

１３番 吉 原   豊 ２５番 砂 川 耕 介 

 

農業委員会事務局職員の出席は、次のとおり  

事務局長   山  本   主 幹 坂  間        主 査 森  

事務職員  守  田  
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委員会の日程は、次のとおり 

 

日程第 １ 議案第 ５９号  農地法第３条の規定による許可申請について  

日程第 ２ 議案第 ６０号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ３ 議案第 ６１号 非農地証明願について 

日程第 ４ 議案第 ６２号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について  

日程第 ５ 議案第 ６３号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認に

ついて 

日程第 ６ 議案第 ６４号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画案

について 

日程第 ７ 議案第 ６５号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画案

に対する意見について 

日程第 ８ 議案第 ６６号 藤沢市畜産振興審議会委員の推薦について  

日程第 ９ 報告第 ２３号 農地の貸借の合意解約通知について  

日程第 １０ 報告第 ２４号 藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告につ

いて 

日程第 １１ 議案第 ６７号 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について 
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開会 午後２時３０分 

 

事務局（山本事務局長） それでは、皆様お待たせをいたしました。定刻になりまし

たので、ただいまから「藤沢市農業委員会総会」を開催いたします。 

本日の委員の出席状況を申し上げます。委員の総数２５名、出席者数２１名

でございます。 

 それでは、初めに齋藤会長から御挨拶をお願いいたします。 

会長（齋藤義治委員） 皆さん、こんにちは。１月ということで、新年最初の総会で

ございます。本年もどうぞよろしくお願いをいたします。  

最近は、毎日のようにテレビや新聞なんかでＡＩのことが出ていますけれど

も、ＡＩの進歩というのは、本当にすごいらしいんですね。  

今日の読売新聞にも出ていましたが、ＡＩ関係の開発をする人の人数が、日

本は非常に後れているということで、また、それを現場で実証をしている人も

非常に少ないということで、日本は、ＡＩに関してはかなり後れているようで

ございます。 

    それで、先日、大学入試の共通試験がございました。今は１６科目ぐらいあ

るらしいのですが、そのうちの９科目は、ＡＩが解答を出すと満点だそうです。

そのほかの７科目になりますと、ほとんど９０点以上ということで、数年後に

は全部満点になるだろうと言われております。 

    そのぐらい進歩をしておりますし、また、海外では、無人のタクシーがかな

り走っているようでございます。日本でも、自動運転ということで進んでいる

ようですが、まだまだ後れているということが現実のようでございます。  

    最近では、高市総理が持っているバッグが、あのバッグは何だろうというこ

とで皆さんが注目していたのですが、あれを画像検索しますと、都内の業者で、

長野県でつくっているそうですけれども、その画像を見ただけで製造している

ところなど全てが分かる。それが、ふるさと納税に出ているということで、そ

れが、もう１年ぐらい待ちになっているようでございます。  

    そのぐらいＡＩというのがどんどん進んでおりまして、農業関係においても
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ＡＩが進んでおります。しかし、金額的にかなりかかるわけですから、その辺

の予算が、日本はまだまだ少ないようでございます。  

    ファミレスなんかに行きますと、最近は配膳のロボットがどんどんどんどん

動いていますし、そのほかにも、会社ではＡＩを使っているところが多い。  

    先日、農協の職員に、農協ではＡＩを使っているのか聞きましたら、今年の

３月か４月頃から使うようなことを言っておりました。そのぐらい、まだ後れ

ているというのが現実のようでございます。  

    中国では、人型ロボットというのが開発をされていまして、スポーツのほう

にも人型ロボットが登場しているということも報道されております。中に人間

が入っているのではないかと疑問視されるぐらい、昔のロボットの動きとは全

然違う、人間の動きそのままをロボットがやっているというふうなことを聞い

ております。 

    農業関係ですと、どうしても細かな作業が多いわけですけれども、今後、こ

の細かな作業に対してロボットがどんどん入ってくるのではないかなというこ

とは、これは期待もしますし、まだ希望の段階でございますが、そういうふう

になっていくのではないかなと思っております。  

    これから、国の予算の関係でどこまで進歩するか分かりませんけれども、今

回、総選挙が行われる中で、いろいろな開発に関係する予算もかなり取られる

のではないかなと、将来的には期待をしております。  

それでは、ただいまから１月の総会を開催させていただきます。 

よろしく御協力のほどを申し上げ、挨拶とさせていただきます。  

事務局（山本事務局長） 会長、ありがとうございました。 

これより議事に入りますが、藤沢市農業委員会総会会議規則第５条の規定に

基づき、齋藤会長に議長をお願いいたします。 

議長（齋藤義治委員） それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。  

 なお、本会議を公開することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） 事務局、本日の傍聴人はいらっしゃいますか。 
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事務局（守田事務職員） いいえ、いらっしゃいません。 

議長（齋藤義治委員） はい。 

それでは、これより会議を開きます。 

 なお、議事録署名人につきましては、議席番号順により、１４番の加藤 登委

員と１５番の伊澤忠治委員の御両名にお願いをいたします。 

それでは、これより議事に入ります。 

日程第１、議案第５９号「農地法第３条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

森 主査。 

事務局（森 主査） それでは、「農地法第３条の規定による許可申請について」、御

説明をさせていただきます。 

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、

３人。所有面積、耕作面積、ともに７０ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。

当該農地、打戻の２筆。地目、いずれも畑。地積、２筆合計８３１㎡。権利の

種類、売買による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡大のため。

譲渡人、譲受人の要望による。 

続きまして、番号２。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、３人。所

有面積、耕作面積、ともに６６ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。当該農

地、遠藤の２筆。地目、いずれも畑。地積、２筆合計３，３４１㎡。権利の種

類、贈与による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営安定化のため。譲渡

人、譲受人の要望による。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。 

    ３番、永野委員。 

３番（永野良徳委員） 資料は１ページをお開きください。 

本件の申請地は、市道遠藤・宮原線の「榎戸」交差点から南に約５００ｍの
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土地になります。 

譲受人は、海老名市及び座間市にて農地を所有しており、このたび、農業経

営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのことです。  

なお、海老名市及び座間市の農地の管理状況が良好であることを、管轄の農

業委員会事務局に確認済みでございます。 

申請地につきましては、ナス・キュウリ・トマトを生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。 

    １５番、伊澤委員。 

１５番（伊澤忠治委員） 資料は３ページをお開きください。  

    申請地につきましては、市道亀井野・二本松線にある「遠藤田方」交差点か

ら北西に約１５０ｍの土地及び「市立秋葉台中学校」より北西に約１００ｍの

土地になります。 

    地区協におきまして、譲渡人及び譲受人と面談いたしました。  

    譲渡人は、市内に農地を持ち、露地野菜を中心に営農をしていますが、農業

経営安定化のため、長男である譲受人に当該農地を贈与するとのことです。  

もともと同一の世帯で営農をしていたため、世帯の農地増減は発生しません。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） それでは、ないようでございますので、採決をいたします。 

議案第５９号について、許可することに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第５９号について、許可することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

 日程第２、議案第６０号「農地法第５条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

森 主査。 

事務局（森 主査） それでは、「農地法第５条の規定による許可申請について」、御

説明をさせていただきます。 

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、

住所氏名、記載のとおり。耕作者、同左人。当該農地、打戻の２筆。地目、い

ずれも畑。地積、２筆合計３２３㎡。内容、権利の種類、所有権移転。転用目

的、資材置場。農用地区域除外日、昭和５９年４月２０日。農地種別、第２種

農地。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。 

    ３番、永野委員。 

３番（永野良徳委員） 資料は６ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、市立中里小学校より南に約１００ｍの土地に

なります。 

    農地の区分は、御所見市民センターより５００ｍ以内であるため、「第２種

農地」と判断いたしました。 

    譲受人は、主に大和市でリサイクル業を営んでおり、自宅兼事業所で商品を



8 

 

保管しておりますが、手狭になっており、また事業規模の拡大を図ることから、

規模の見合う適地を探しており、商品の運搬を効率的に行うことができ、規模

的にも都合がよい申請地が適地であると判断したとのことです。  

申請地は、東側は道路、西側は水路、南側は畑、北側は駐車場になっており

ます。 

出入口は東側で、西側、南側及び北側は地上高２０ｃｍのコンクリートブロ

ックを設置し、土砂等の流出を防ぎます。 

また、防犯上の観点から、出入口にゲートを設置するとともに、出入口以外

の周囲に単管パイプ及び地上高約２ｍの鋼板を設置します。  

敷地内は転圧の上、砕石敷きにして、雨水については、敷地内浸透処理とし

ます。 

    地区協において、代理人と面談し、周辺に残る農地に影響がないよう、十分

配慮することなどについて指導いたしました。 

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。 

議案第６０号について、許可をすることに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第６０号について、許可することに決定をい

たします。 

次に移ります 

 日程第３、議案第６１号「非農地証明願について」を上程いたします。  

    事務局の説明を求めます。 

    森 主査。 

事務局（森 主査） それでは、「非農地証明願について」、御説明をさせていただき

ます。 
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    地区、御所見・遠藤。番号１。申請人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、

遠藤の１筆。地目、畑。地積、２２２㎡。内容、昭和三十年代中頃より住宅の

車庫及び物置の敷地として利用し、現在に至る。確認資料、平成１９年航空写

真。農地種別、第３種農地。現地確認日、令和８年１月１５日。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

    １５番、伊澤委員。 

１５番（伊澤忠治委員） 資料は８ページをお開きください。 

本件の申請地は、県道遠藤・茅ヶ崎線にある「遠藤松原」交差点より北東に

約２５０ｍの土地になります。 

    申請者は、遠藤の土地を昭和三十年代中頃から住宅の車庫及び物置の敷地と

して利用し、現在に至っているとのことです。 

農地の区分は、農用地区域外であり、水道管及び下水道管が埋設されており、

近隣にはいけのかしら公園と遠藤市民センターがあるため、「第３種農地」と

判断いたしました。 

神奈川県の「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針」に規定する非農

地の定義を全て満たしており、令和８年１月１５日に現地調査を行い、申請ど

おりであることを確認しております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見、質問はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。 

     議案第６１号について、承認することに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第６１号について、承認することに決定をい

たします。 
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次に移ります。 

日程第４、議案第６２号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」

を上程いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

森 主査。 

事務局（森 主査） それでは、「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」、

御説明をさせていただきます。 

地区、六会・長後。番号１。被相続人、氏名、記載のとおり。相続人、住所

氏名、記載のとおり。特例農地、地番、長後の１０筆。地目、４筆が田、６筆

が畑。地積、１０筆合計５，５４６．５８㎡。区域区分、４筆が農振農用地、

５筆が生産緑地、１筆が調整区域。相続開始年月日、令和７年７月１２日。経

営面積、１万７５０㎡。現地確認日、令和８年１月１５日。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

    ２２番、澤野委員。 

２２番（澤野孝行委員） 本件につきましては、令和８年１月１５日に相続人と事務

局職員及び地区委員の井上委員で現地確認を行いました。 

現地の状況は、トマトの栽培中及び水稲の作付け準備中であり、全て適正に

管理されていました。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第６２号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第６２号について、承認することに決定をい
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たします。 

次に移ります。 

日程第５、議案第６３号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確

認について」を上程いたします。  

 事務局からの説明を求めます。  

森 主査。 

事務局（森 主査） それでは、「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認

について」、御説明をさせていただきます。  

地区、御所見・遠藤。番号１。被相続人、氏名、記載のとおり。相続人、住

所氏名、記載のとおり。特例農地、打戻の１４筆。地目、1 筆が田、１３筆が

畑。地積、１４筆合計、１万２，８８８㎡。確認した農地等の利用状況等、記

載のとおり。相続開始年月日、平成１７年１１月１７日。免除予定日、令和８

年９月１８日。現地確認日、令和８年１月１５日。  

続きまして、番号２。被相続人、氏名、記載のとおり。相続人、住所氏名、

記載のとおり。特例農地、打戻の３筆。地目、いずれも畑。地積、３筆合計、

４，７８８㎡。確認した農地等の利用状況等、記載のとおり。相続開始年月日、

平成１７年１１月１７日。免除予定日、令和８年９月１８日。現地確認日、令

和８年１月１５日。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

１６番、井出委員。 

１６番（井出茂康委員） 本件につきましては、令和８年１月１５日に、相続人と事

務局職員及び私で現地確認を行いました。  

    現地の状況ですが、野菜などの作付け準備中、及び花卉の施設栽培中であり、

全て適正に管理されておりました。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） それでは、関連していますので、２番もお願いします。  
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１６番（井出茂康委員） 本件につきましては、令和８年１月１５日に、相続人と事

務局職員及び私で現地確認を行いました。  

    現地の状況ですが、花卉の施設栽培中であり、全て適正に管理されておりま

した。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第６３号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

５番（西山弘行委員） すみません、ちょっといいですか。  

議長（齋藤義治委員） 西山委員。 

５番（西山弘行委員） これに異議があるのではなくて、相続税の納税猶予というの

は、要するに、相続が起こっていることですよね。そのときに、うちも去年、

それを経験してつくづく思ったのが、まあ、あくまで私個人のことですから、

そういう話だと思って聞いてください。  

    相続によって、結局いろいろな税金が相続人に来るわけですよ、市税が。そ

のときに金額が、高額な金額が来たわけですよ。 

市税が被相続人の口座から引き落としとなるわけですが、その口座がロック

されているため、どうにもならない状況にありました。その場合の対処につい

て苦慮したことがあり、お話させて頂きました。  

議長（齋藤義治委員） 西山委員の意見については、個別具体な内容で各委員も意見

を持ち合わせていないかと思いますので、市の担当課と一度話し合っていただ

いて、具体的なことを進めていただきたいと思っております。  

    ここのところでは、要するに納税猶予で、この土地は納税猶予に適している

かどうかということの審査をしておりますので、その納税に関することは、ま

た別の問題として、何か提言があればやりたいと思いますので、今日は、この
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意見は意見としてお聞き願いたいと思います。 

    そのほかには、何かございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、それでは、議案第６３号につい

て、承認することに決定をいたします。  

    次に移ります。 

    日程第６、議案第６４号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計

画案について」を上程いたします。  

    なお、本議案、番号８については、農業委員等の案件となっておりますので、

農業委員会等に関する法律第３１条、議事参与の制限により、対象委員はしば

らくの間、退席を願いいたします。 

（対象委員 退席） 

それでは、本議案、番号８について、事務局からの説明を求めます。 

    守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、本議案、番号８について御説明いたします。  

    番号８は、大庭を中心に３５３ａを耕作する方の農業経営基盤強化促進法に

基づく利用権設定から農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画への

切り替え分で、当該地では水稲を栽培していくとのことです。  

    なお、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。  

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。  

    それでは、本件について、意見を求めます。  

    何かございましたら、お願いいたします。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） それでは、ないようでございますので、採決をいたします。

議案第６４号、番号８について、承認をすることに御異議はございませんか。  
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「異議なし」の声多数 

それでは、議案第６４号、番号８について、承認をすることに決定をいたし

ます。 

退席している委員の入室をお願いいたします。 

（対象委員 入室） 

    それでは、本議案、番号１から番号７、番号９から番号１１について、事務

局からの説明を求めます。 

    守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、本議案、番号１より御説明いたします。  

番号１は、葛原を中心に２７９ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では

野菜を栽培していくとのことです。 

番号２は、用田を中心に３５ａを耕作する方の、農業経営基盤強化促進法に

基づく利用権設定から、農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画へ

の切り替え分で、当該地では野菜を栽培していくとのことです。  

番号３は、打戻で１４ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では野菜を栽

培していくとのことです。 

番号４は、打戻を中心に１６８ａを耕作する方の利用権から中間管理への切

り替え分で、当該地では野菜を栽培していくとのことです。  

番号５は、遠藤で１０ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では野菜を栽

培していくとのことです。 

番号６、番号７は、大庭で３３ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では

水稲を栽培していくとのことです。  

一つ飛びまして、番号９、番号１０は、稲荷を中心に２５１ａを耕作する方

の新規借受分で、当該地では水稲を栽培していくとのことです。  

番号１１は、稲荷で２５１ａを耕作する方の利用権から中間管理への切り替

え分で、当該地では水稲を栽培していくとのことです。  

なお、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。  

以上で、説明を終わります。  
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議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。  

    それでは、本件について意見を求めます。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第６４号、番号１から番号７、番号９から番号１１について、承認をす

ることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案６４号、番号１から番号７、番号９から番号

１１について、承認することに決定をいたします。  

次に移ります。 

    日程第７、議案第６５号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計

画案に対する意見について」を上程いたします。  

 事務局からの説明を求めます。  

 守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、日程第７、議案第６５号「農地中間管理事業に

係る農用地利用集積等促進計画案に対する意見について」、御説明いたします。  

 番号１、番号２は、宮原を中心に１９９ａを耕作する方の更新借受分です。  

 番号３は、西俣野で１５０ａを耕作する方の更新借受分です。  

 なお、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。  

 以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。  

    それでは、本件について、意見を求めます。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第６５号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 
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議長（齋藤義治委員） それでは、議案第６５号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

    日程第８、議案第６６号「藤沢市畜産振興審議会委員の推薦について」を上

程いたします。 

    事務局からの説明を求めます。  

    守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、日程第８、議案第６６号「藤沢市畜産振興審議

会委員の推薦について」でございます。  

    こちらにつきましては、一番下の※に、「任期２０２６年（令和８年）２月

１日～２０２８年（令和１０年）１月３１日」となっておりまして、今現在の

任期が終了するものでございます。  

    そのため、藤沢市畜産振興審議会規則（抜粋）第４条（１）藤沢市農業委員

会委員から２名の推薦をお願いするものでございます。  

    事務局からは、以上になります。  

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。  

    それでは、委員の推薦をお願いしたいと思いますが、御所見・遠藤地区、六

会・長後地区から、それぞれ推薦をいただく形でいかがでしょうか。 

「異議なし」の声多数 

    それでは、地区ごとに推薦者の御報告をお願いしたいと思います。  

    まず、御所見・遠藤地区からお願いをいたします。  

漆原委員。 

１７番（漆原豊彦委員） 御所見・遠藤地区では、小林正幸委員を推薦します。  

議長（齋藤義治委員） 次に、六会・長後地区からお願いいたします。  

加藤委員。 

１４番（加藤 登委員） 六会・長後地区では、吉原 豊委員を推薦いたします。 

議長（齋藤義治委員） ただいま、各地区からの報告がありました。 

それでは、お諮りをいたします。  
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    議案第６６号「藤沢市畜産振興審議会委員の推薦について」は、小林正幸委

員、吉原 豊委員の２名を推薦することとしてよろしいでしょうか。  

「異議なし」の声多数 

    それでは、議案第６６号について、決定をいたします。  

次に移ります。 

日程第９、報告第２３号「農地の貸借の合意解約通知について」を上程いた

します。 

    事務局の説明を求めます。 

    守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、日程第９、報告第２３号について、御説明いた

します。 

    番号１は、借主の都合により、賃借権を合意解約する旨の通知を受けたもの

です。 

番号２は、借主の都合により、使用貸借権を合意解約する旨の通知を受けた

ものです。 

    以上で、説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、報告事項でございますので、お目通し

の上、御質問等がございましたら、お願いをいたします。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） 特にないようでございますので、報告第２３号を終了いたし

ます。 

    次に移ります。 

日程第１０、報告第２４号「藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報

告について」を上程いたします。  

    事務局からの説明を求めます。 

守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、日程第１０、報告第２４号「藤沢市農業委員会
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規程第９条第２項に基づく報告について」、御説明いたします。 

本件につきましては、まず、１３ページが、「農地法第３条の３第１項の規

定による届出」でございます。 

    六会・長後地区が１件となっております。  

続きまして、１４ページから１６ページまでが「農地法第４条第１項第７号

の規定による転用届出」でございます。 

六会・長後地区が３件、藤鵠・村岡・明治地区が８件、合計１１件となって

おります。 

続きまして、１７ページから２０ページまでが「農地法第５条第１項第６号

の規定による転用届出」でございます。 

御所見・遠藤地区が９件、藤鵠・村岡・明治地区が７件、合計１６件となっ

ております。 

以上で、説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、報告事項でございますので、お目通し

の上、御質問等がございましたらお願いをいたします。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第２４号を終了いたします。 

次に移ります。 

日程第１１、議案第６７号「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議につい

て」を上程いたします。 

    事務局からの説明を求めます。 

    坂間主幹。 

事務局（坂間主幹） 日程第１１、議案第６７号「農業委員会の法令遵守の申し合わ

せ決議について」、御説明いたします。 

こちらにつきましては、令和元年に、他県の農業委員会において不祥事が多

発したことを受けまして、全国農業会議から、綱紀粛正を図るため、各農業委

員会で申し合わせ決議を行うよう通達があったものでございます。 
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それでは、読み上げさせていただきます。  

 

農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議  

私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、農業者の公的な代表機関

である農業委員会組織の一員として、法令に則り適正に農地制度を運用し、

農地利用の最適化を実現する責務を負っている。  

特に、農地制度に基づく許認可に係る事務については、職務上知り得た

秘密を保持することはもちろんのこと、個人情報に接することも多いこと

から、個人情報保護も徹底しなければならない。  

私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、高い倫理観を持ち、法令

遵守を徹底するため、下記事項についてここに申し合わせ、決議する。  

記 

１．農業委員会が担っている職務と責任を改めて自覚し、法令に則り適

正に農地制度を運用すること。 

２．職務上知り得た秘密を保持する責務があることを認識するとともに、

個人情報保護を徹底すること。 

３．農業委員、農地利用最適化推進委員としての高い倫理観を維持し、

法令遵守を徹底すること。 

令和８年１月２６日 

         藤沢市農業委員会 

 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  
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 議案第６７号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第６７号について、承認することに決定をい

たします。 

    以上で、本日予定をしておりました議事については、全て終了いたしました。  

それでは、以上をもちまして１月の総会を閉会といたします。 

    御審議をしていただきまして、誠にありがとうございました。 

     

閉会 午後３時１３分 
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以上のとおり相違ありません。  

 

議  長      齋 藤 義 治 

 

署名委員（   番） 

 

署名委員（   番） 

 


